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海外の業務用無線システム運用状況 

 SMR (Specialized Mobile Radio > 北米)、PAMR (Public Access Mobile 

Radio > 欧州)などの名称で呼ばれる 

 調査会社IHS Global社によると、2012年末でのSMR/PAMR下での無線  
端末稼動数は北米が約14万、欧州が約22万で、欧米では、今後もほぼ横
ばいで推移、全世界ベースでは微増、と見込まれている 

 SMR/PAMRのユーザーメリットは、 

① ユーザーが独自に運用するプライベートシステムと比較して、システム設計/構

築、メンテナンスのノウハウがなくても、月額利用料金だけで 広範囲サービス
を手軽に使用できる 

② 携帯電話系サービスと比較して、一斉送信/グループコールなど業務用途に  
適した利用ができ、携帯で圏外のエリアでも、安定的にカバーされる 

③ 独自アプリケーションの対応/カスタマイズが比較的安易にできる 

 事業者は、システム管理、対応端末のメンテナンス体制を整えれば、初期
投資以降安定的に収入を得られる 

 主なユーザーとしては、多種多様で、バス・タクシー、運送、建設、一部では
公共機関のサービスにも利用される 

業務用無線システム運用状況 > 公共オペレータビジネス 
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海外SMR/PAMRビジネス導入事例 ① 

Oneque (カナダ: Ontario-Quebec州) 

 概要 

カナダのオンタリオ州とケベック州を結ぶ全長
1,000km (東京-鹿児島間相当)を超える広域ネット
ワーク 

 運営規模 

• 現在49基地局で196チャンネル (2013年9月現在) 

• 加入者数は約6,500ユーザー 

• 月額使用料は音声でC$25 (含む端末レンタル料)、
データ利用でC$5 

• ユーザーは、運送会社、タクシー会社、レッカー、
建設業、警備会社等 

 使用無線方式 

弊社製デジタル無線システムNEXEDGE  
•NEXEDGEは、150/400/800/900MHzの周波数帯で、4値FSK/FDMA 

 のNXDN方式に基づいたデジタル無線システム 

•NXDN方式は、ARIB STD-T98/T102と多くの類似性を有する 

http://new.onque.ca/English/index.php 

http://new.onque.ca/English/index.php
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海外SMR/PAMRビジネス導入事例 ② 

A-Beep (米国 : シカゴ) 
 

 概要 

シカゴ地区の人口900万人のエリアをカバー 
 

 運営規模 

•現状9基地局、最終的には12基地局まで拡張予定 

•月額基本料39ドルの定額料金で、制限のないグルー
プ コール、広範囲の通信サービスを提供している 

•オプションにて、データサービス(位置管理システ
ム、テキストメッセージ、Eメールサービス等)も利
用可能 

•顧客は民間ユーザー中心であるが、一部公安/消防
系で利用されている 
 

 使用無線方式 
弊社製デジタル無線システムNEXEDGE 

 

http://www.diga-talk.com/index.html 

約200km 

東京-郡山相当 

http://www.diga-talk.com/index.html
http://www.diga-talk.com/index.html
http://www.diga-talk.com/index.html


4 

海外SMR/PAMRビジネス導入事例 ③ 

http://www.vertel.com.au/ 

Vertel (豪州 : シドニー) 
 

 概要 

オーストラリア最大のネットワークプロバイダーが運営 
するSMR/PAMRシステム 
 

 運営規模 

•総基地局数27、総チャンネル数88チャンネル 

•シドニー全市の地上網、地下鉄網をカバーしている 
 

 

 使用無線方式 
弊社製デジタル無線システムNEXEDGE 

 

約75km 

東京-小田原 

相当 

http://www.vertel.com.au/


米国の150/400MHz帯業務用アナログ無線機の認証等 

狭帯域化 

 FCC (Federal Communications Commission : 連邦通信委員会)は、 
1995年、FCC規則Part90 ：Private Land Mobile Radio Services により、 

業務用無線の狭帯域化について公表 
 本規則は、チャネル間隔25(30)kHz及び12.5(15)kHzの無線システムに関わる 
6.25kHzの無線システムへの移行について規定 

注記 
１ 本表のチャネル間隔は400MHz帯のものであり、150MHz帯のチャネル間隔は30kHz,15kHzである 
２ 適用除外 
 ア 空中線電力２W以下の携帯型無線機 
 イ 周波数範囲(470MHz～512MHz)の無線機 

アナログ無線機の認証等 
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チャネル間隔 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2017年～

25kHz

12.5kHz

25kHz

12.5kHz

25kHz

12.5kHz
　輸入規制

　免許

　認証

2013年3月現在

2015年1月1日まで

2013年1月1日まで

2013年1月1日まで

2011年1月1日まで


